
 

 

若者の仲間づくり支援事業（ちば部）業務企画提案募集要項 

 

１ 目的 

 少子化の要因の１つは「未婚化」であり、若い世代の出会いの機会自体が減少していることも、

影響していると考えられる。これを受け、千葉県は、官民連携により、若者の出会いや繋がりを

県全体で応援していく取組を「ミラチバ プロジェクト」として掲げ、その取組の一環として、

若者の趣味や関心をきっかけとして誰でも気軽に参加しやすい仲間づくり・出会いの場を創出

する「ちば部」の取組を開始した。この取組の中で、千葉県内の企業等にイベントの開催を   

働きかけるとともに、実施されるイベントへの企画・運営支援やそれに伴う広報・PR 等を   

実施することで、「若者が仲間に出会える千葉県」づくりを推進する。 

 

２ 事業概要 

（１）委託業務名 

若者の仲間づくり支援事業（ちば部）業務 

（２）委託業務の内容 

   別添仕様書のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

（４）委託料の上限額 

   ９７，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   （上記委託金額の上限は、令和８年２月定例千葉県議会において、令和８年度当初予算案

が成立することを前提としたものである。このため、予算不成立の場合は、募集や審査

を中止したり、契約締結しない場合がある。その場合も、本企画提案への参加に要した

経費は企画提案者の負担とする。） 

（５）実施方法 

本事業に対する企画提案を募り、審査により最も優れた企画提案を行ったものを最優秀 

  提案者として決定する。 

 

３ 応募資格 

応募者は、次の全ての要件を満たす、法人格を有する団体とする。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）千葉県総務部管財課所管の物品等入札参加業者適格者名簿（委託）に登録された者であること。 

（３）応募開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札

参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれていないこと。 

（４）応募開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等  

基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等

排除措置要領（平成２３年３月３１日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている日が  

含まれないこと。 

（５）宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。 

（６）特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体では

ないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に



 

 

掲げる暴力団又は同条第６号に掲げる暴力団員である役職員を有する者もしくはそれらの 

利益となる活動を行う者でないこと。 

 

４ 応募方法等 

（１）応募期限：令和８年３月１２日（木）午後５時まで（必着） 

（２）提 出 物：下記「５ 応募書類」に記載の企画提案書一式。 

（３）提出方法：メールにより提出（※１通 7MB以内の受信制限があるため注意） 

  ※事務局で確認次第、受領完了のメール返信を行うため、応募後２日間県から連絡がない場

合には、県へ到達確認を行なうこと。 

（４）提 出 先：kosodate5@mz.pref.chiba.lg.jp（こども未来室担当宛て） 

 

５ 応募書類 

以下の企画提案書一式について作成、提出すること。 

（１）書式：下記（２）提出書類のとおり、ファイル名の頭に 01～05と付した上で文書名を付け

ること。 

      メール１通が約 7MB 以上の場合、県側で受信制限がかかるため、１通 7MB を超え

る場合複数メールに分けて送信すること。 

      特殊なフォントや機種依存文字は、県では読み込めない場合があるため留意すること。 

      Word、Excel、PowerPoint の場合、PC の環境によって見え方が異なる場合がある

ことに留意すること。（１ファイルにつき、変換前と変換後のファイルの両方を送って

も構わない） 

（２）提出書類：以下の順に並べ、参考資料等を添付する場合は関連書類の直後につけること。 

  ア 01 企画提案書（様式第１号）【Word もしくは PDF】 

  イ 02 企業（団体）概要（様式第２号）【Word もしくは PDF】 

ウ 03 企画提案説明書（様式第３号）【Word、Excel、PowerPoint、PDF、jpg】 

 ・提案のコンセプトや考え方、企画提案内容を明記すること。 

・類似の主な業務実績、事業実施体制、業務スケジュール等を明記すること。 

エ 04 経費見積書（様式第４号）【Word、Excel、PowerPoint、PDF、jpg】 

 ・仕様書の業務内容及び本企画提案の内容を実施するために必要な全ての費用を算定、 

計上すること。（課税業者、非課税業者を問わず、税込み金額を記載。） 

 ・できるだけ項目（内訳）を詳細に分類して、積算内訳を示すこと。 

 ・「値引き」等、金額を差し引く区分は用いないこと。 

オ 05 その他必要書類【Word、Excel、PowerPoint、PDF、jpg】 

・その他本業務に関し、より効果的に実施できるような提案事項がある場合や、添付した

い資料等がある場合は、企画提案説明書の最後に綴じること。ただし、量的に過度な資料

としないこと。 

（３）提案にあたっての留意事項 

・提案内容は、独自提案を含め、採用された場合に受託者が責任をもって実現できるものであること。 

 

６ 質問の受付・回答 

本件に関する質問は、別添の質問票により電子メールにて受け付ける。 

なお、メール送信後は必ず、電話により到達確認を行うこと。 

（１）受付期限：令和８年３月３日（火）午後５時まで（必着） 
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（２）提 出 先：千葉県健康福祉部子育て支援課 こども未来室 

   メ ー ル：kosodate5@mz.pref.chiba.lg.jp  電話：043-223-2656 

（３）件名は「【問合せ】若者の仲間づくり支援事業（ちば部）業務委託に関して」とし、メール

末尾に会社名、連絡先（電話、メール両方）、担当者職氏名等を記載すること。 

（４）質問及び回答については、軽微なものを除き、県ホームページで公表する。 

※ 応募状況や審査委員名等、公正な選考を妨げる質問は受け付けない。 

 

７ 審査・選考方法 

（１）提出された企画提案書一式は、下記（３）の審査基準に基づき、選考委員会で書類審査   

及び提出された企画提案書一式を使用したプレゼンテーション・質疑応答による審査を行い、

最も優れた提案者を最優秀提案者として選考する。 

  ただし、応募者が５者を超える場合には、選考委員会の前に、事務局（千葉県健康福祉部   

子育て支援課）による書類選考を行い、選考委員会における審査の対象となる応募者５者を

あらかじめ選考することがある。 

  なお、審査は非公開で実施する。 

（２）選考委員会（書類審査・プレゼンテーション・質疑応答）は令和８年３月２５日（水）に 

実施する予定であり、詳細については企画提案者に別途通知する。 

（３）評価項目・審査基準 

  選考に当たっては、以下の審査基準により総合的に評価する。 

評価項目 審査基準 

企画提案内容 

（全体） 

・全体として本業務の目的や仕様書等を十分に理解した提案内容（独自提案を  

含む。）となっているか。 

企画提案内容 

（個別） 

企業等への働きかけ 

 本事業の目的に賛同する企業・団体、県内市町村等の獲得に向け、効果的に  

働きかける提案となっているか。 

広報・PR 

 県民に広く効果的に訴求し、イベントへの集客効果が期待できる広報計画に 

なっているか。 

イベント開催の企画・運営支援、継続的なコミュニティ形成の仕組みづくり 

・イベントを開催・連携する賛同企業等への企画・運営の支援体制が十分に   

取られている内容となっているか。 

・提案内容は若者の趣味や関心を通じた仲間づくりに資するものとなっており、

継続的な仲間づくりのきっかけになるよう工夫がされているか。 

・本事業のイベントで出会った参加者同士が、イベント後も交流できるような 

コミュニティ形成に資する仕組みを適当に運用するとともに、そのコミュニテ

ィが継続・発展できるような工夫がなされているか。 

実施体制 
本業務を計画的に実施するために必要な人員が割り当てられ、十分な体制と  

なっているか。 

実績 同種又は類似の実績を有しているか。 

経費妥当性 見積書等に所要経費、算定根拠が明確に示されており、適正な内容であるか。 

（４）選考結果は、企画提案者全員に書面で通知する。 

 

８ 提案の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。なお、契約締結後に本事項に該当 

することが判明した場合、委託契約を解除し、すでに支払った委託費の返還を求める場合が  



 

 

ある。 

（１）応募資格のない者が提案したとき 

（２）提出書類に虚偽の記載があったとき 

（３）第三者の有する著作権、意匠権その他知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがあると

認められるとき 

（４）経費見積書の金額に、誤脱や判読しがたい数字の記載がされているとき、又は金額を訂正

した見積をしたとき 

（５）選考委員会を欠席したとき 

（６）前記各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為がある、事業の目的に

照らして採用しえない提案内容である等、選考委員会が無効であると判断したとき 

 

９ 委託契約 

上記の選考委員会により選考した最優秀提案者と詳細な業務内容及び契約条件等について 

協議、合意したのちに委託契約を締結する。なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議

を行う。 

（１）契約にあたっての主な留意事項 

ア 契約にあたっては、契約書を作成し、各 1 通を保有する。 

イ 提案された企画内容をそのまま委託するものではないこと。 

ウ 提案された企画内容を元に業務委託仕様書を作成し、契約するものとする（別添仕様書

は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書の作成については最優秀提案者

決定後、協議の上、県が作成する）。 

エ 契約にあたっては、地方自治法施行令第 167 条の 16 及び千葉県財務規則第 99 条の規定

により、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納入すること。なお、契約保証金は

免除される場合がある。 

オ 本業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の一部の  

再委託について、書面によりあらかじめ県からの承諾を得たときはこの限りではない。 

（２）委託料 

ア 委託料上限は、97,400,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） とする。 

イ 委託料の支払は、全ての業務の履行後を原則とする。 

 

１０ 注意事項  

（１）選考委員会における選考は、最優秀提案者として選考したものであり、委託契約の締結をもって  

受託事業者の正式決定となる。 

（２）企画提案に要する経費は、全て応募者の負担とする。 

（３）提出された書類等は、提出後の差し替え、修正は原則として認めない。 

（４）提出された書類等は、返却しない。 

（５）提出された書類等は、必要に応じて企画提案者から聴き取りを行う。 

（６）提出された書類等は、千葉県情報公開条例（平成 12年千葉県条例第65号）に基づき開示する場合

がある。 

（７）提出された書類等は、必要に応じて複写することがある。 

（８）企画提案内容には民間団体の秘密に属するものが含まれるため、審査は非公開で行う。 

（９）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（10）予期せぬ不測の事態等により、やむを得ず、募集の中止又は契約を締結しない場合がある。いずれ



 

 

の場合も、企画提案に要した経費は、全て応募者の負担とする。 

（11）提出書類等の著作権は応募者に帰属する。ただし、県が企画提案について報告、公表等のために  

必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（12）本要項に定めるもののほか、企画提案に必要な事項は、県が定める。 

 

 


